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田辺市農業委員会議事録 

令和５年６月９日（金）午後２時 田辺市役所第２別館 ３階 大会議室 

農業委員数１９名 

出席者１８名 

１番 山崎 清弘 ２番（代理）田中 輝勇 推進委員 ３番 棒引 昭治  

４番 中嶋 正行 ５番 福嶋 隆 ７番 廣田 純一郎 ８番 瀧本 和明  

９番 田中 壽一 １０番 青木 登 １１番 日下 崇 １２番 玉置 伸  

１３番 上森 力 １４番 山本 敏夫 １５番 高田 幸安 １６番 川井 洋之 

１７番 長嶝 博司 １８番 松本 平男 １９番 峯園 五郎 

欠席者 ２番 鈴木 明 ６番 更井 寛司                   

事務局 局長 岡内伸午 農地係長 松平忠敏 事務員 近藤祐斗 

会議録署名委員 １３番 上森 力 １９番 峯園 五郎 

 

議    長   皆さんこんにちは、梅の方が大変な事態になってきているので、力を抜く

にも抜けない、畑の中にいても梅が落ちているという状態で、踏んで通っ

ているような次第でございますけれども、何とか頑張ってこの危機を乗り

越えられるように頑張っていきたいと思います。今日も慎重に議案を進め

てまいりたいと思いますので、よろしくお願いします。それでは最初に、

田辺市農業振興地域整備促進協議会を開催いたします。田辺農業振興地域

整備計画変更申請からまとめて事務局の説明をお願いします。 

農振課 南山   田辺農業振興地域整備計画変更申請について説明いたします。１番、○○

○、○○○○、土地の所在は○○○字○○○○、面積は１，７４３㎡、地

目は登記簿、現況共に畑、申請の理由は農地です。２番、○○○、○○○

○、土地の所在は○○○字○○○○、面積は３４８㎡、地目は登記簿、現

況共に畑、申請の理由は農地です。以上２件、編入合計２，０９１㎡です。

３番、○○○、○○○○、土地の所在は○○○字○○○○、面積は１，９

９８㎡、地目は登記簿、現況共に田、申請の理由は分譲住宅です。４番、

○○○、○○○○、土地の所在は○○○字○○○○、面積は１６０㎡、地

目は登記簿、現況共に畑、申請の理由は消防団車庫です。５番、○○○、

○○○○、土地の所在は○○○字○○○○、面積は５７０㎡、地目は登記

簿、現況共に畑、申請の理由は農業用施設です。６番、○○○、○○○○、

土地の所在は○○○字○○○○、面積は２，０３１㎡、地目は登記簿、現

況共に畑、申請の理由は資材置場です。７番、○○○、○○○○、土地の

所在は○○○字○○○○、面積は２．２５㎡、地目は登記簿、現況共に畑、

申請の理由は携帯電話基地局、１，２６７㎡の内２．２５㎡です。８番、

○○○、○○○○、土地の所在は○○○字○○○○、面積は１，２０５㎡、

地目は登記簿、現況共に田、申請の理由は一般住宅、資材置場です。９番、

○○○、○○○○、土地の所在は○○○字○○○○、面積は６１２㎡、地

目は登記簿が畑、現況が樹園地、申請の理由は資材置場です。１０番、○

○○、○○○○、土地の所在は○○○字○○○○、面積は６３３㎡、他１

筆、合計１，３８７㎡、地目は登記簿が畑、現況が樹園地、申請の理由は

資材置場です。１１番、○○○、○○○○、土地の所在は○○○字○○○
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○、面積は１，０２９㎡、地目は登記簿が畑、現況が樹園地、申請の理由

は資材置場です。１２番、○○○、○○○○、土地の所在は○○○字○○

○○、面積は４８３㎡、地目は登記簿が畑、現況が樹園地、申請の理由は

資材置場です。１３番、○○○、○○○○、土地の所在は○○○字○○○

○、面積は７００㎡、地目は登記簿が畑、現況が樹園地、申請の理由は分

譲住宅です。１４番、○○○、○○○○、土地の所在は○○○字○○○○、

面積は６．６５㎡、地目は登記簿、現況共に田、申請の理由は分譲住宅で

す。１５番、○○○、○○○○、土地の所在は○○○字○○○○、面積は

６．８１㎡、地目は登記簿、現況共に田、申請の理由は分譲住宅です。１

６番、○○○、○○○○、土地の所在は○○○字○○○○、面積は６４１

㎡、地目は登記簿、現況共に畑、他１筆、合計７８３㎡、申請の理由は一

般住宅、農業用倉庫です。１７番、○○○、○○○○、土地の所在は○○

○字○○○○、面積は１１３㎡、地目は登記簿、現況共に畑、申請の理由

は一般住宅、倉庫です。田辺農業振興地域整備計画変更申請、編入２件、

編入合計２，０９１㎡、除外１５件、除外合計１１，０８６．７１㎡、総

計８，９９５．７１㎡です。続きまして、龍神農業振興地域整備計画変更

申請です。１番、○○○、○○○○、土地の所在は○○○字○○○○、面

積は１，３２９㎡、地目は登記簿、現況共に畑、申請の理由は農地です。

２番、○○○、○○○○、土地の所在は○○○字○○○○、面積は５６㎡、

地目は登記簿、現況共に畑、申請の理由は農地です。３番、○○○、○○

○○、土地の所在は○○○字○○○○、面積は３０３㎡、他３筆、合計２，

３０６㎡、地目は登記簿、現況共に畑、申請の理由は農地です。以上３件、

編入合計３，６９１㎡です。４番については、２月の定例会で除外の同意

をいただいておりましたが、西牟婁振興局とは協議はできていたのですが、

県の本庁において、地籍調査が終わっていなかったということで、この土

地の形などが分かっていなかったということなどがあり、前回の申請では

不同意となりました。今回は地籍調査が終了しまして、面積等が確定した

うえでの申請となっております。４番、○○○、○○○○、土地の所在は

○○○字○○○○、面積は２，０８６㎡、他７筆、合計６，６０９㎡、地

目は登記簿、現況共に田、申請の理由は太陽光発電施設です。５番、○○

○、○○○○、土地の所在は○○○字○○○○、面積は２４７㎡、地目は

登記簿が田、現況が雑種地、申請の理由は駐車場用地です。龍神農業振興

地域整備計画変更申請、編入３件、編入合計３，６９１㎡、除外２件、除

外合計６，８５６㎡、総計３，１６５㎡です。続きまして、中辺路農業振

興地域整備計画変更申請です。１番、○○○、○○○○、土地の所在は○

○○字○○○○、面積は３００㎡、他５筆、合計１，５２１．０４㎡、地

目は登記簿、現況共に田、申請の理由はレジャー施設用地です。以上１件、

除外合計１，５２１．０４㎡です。中辺路農業振興地域整備計画変更申請、

除外１件、除外合計１，５２１．０４㎡、総計１，５２１．０４㎡です。

続きまして、大塔農業振興地域整備計画変更申請です。１番、○○○、○

○○○、土地の所在は○○○字○○○○、面積は２８７㎡、地目は登記簿

が畑、現況が雑種地、申請の理由は農業用倉庫です。以上１件、除外合計
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２８７㎡です。大塔農業振興地域整備計画変更申請、除外１件、除外合計

２８７㎡、総計２８７㎡です。続きまして、本宮農業振興地域整備計画変

更申請です。１番、○○○、○○○○、土地の所在は○○○字○○○○、

面積は２４４㎡、地目は登記簿が畑、現況が田、申請の理由は太陽光発電

施設です。以上１件、除外合計２４４㎡です。本宮農業振興地域整備計画

変更申請、除外１件、除外合計２４４㎡、総計２４４㎡です。以上２５件、

ご審議の程よろしくお願いします。 

議    長   はい、ありがとうございます。それでは、田辺農業振興地域整備計画変更

申請から、逐条審議をお願いします。１番。 

○○番 委員   ○○番○○です。異議ございません。 

議    長   はい、２番。 

○○番 委員   ○○番○○です。２番について異議ありません。 

議    長   はい、３番。 

○○番 委員   ○○番○○です。異議ありません。 

議    長   はい、４番。 

○○番 委員   ○○番○○です。４番、５番異議ございません。 

議    長   はい、６番。 

○○番 委員   ○○番○○です。異議ございません。 

議    長   はい、７番。 

○○番 委員   ○○番○○です。異議ありません。 

議    長   はい、８番。 

○○番 委員   ○○番○○です。８番から１２番について、異議ありません。 

議    長   はい、１３番。 

○○番 委員   ○○番○○です。１３番異議ございません。１４番、１５番は隣接の分譲

住宅地と一体として利用するということで、異議ございません。１６番に

ついても異議ございません。 

議    長   はい、１７番。 

○○番 委員   ○○番○○です。異議ございません。 

議    長   はい、田辺農業振興地域整備計画変更申請、１７件について異議なしとの

ことでございます。そのように取り計らってよろしいでしょうか。 

委員  全員   異議なし。 

議    長   はい。それではそのようにさせていただきます。続きまして、龍神農業振

興地域整備計画変更申請について、逐条審議をお願いします。１番。 

○○番 委員   ○○番○○です。１番から３番について異議ありません。４番については、

只今担当課の方から詳しく説明があったとおりで、異議ありません。５番

についても異議ありません。 

議    長   はい、龍神農業振興地域整備計画変更申請、５件について異議なしとのこ

とでございます。そのように取り計らってよろしいでしょうか。 

委員  全員   異議なし。 

議    長   はい。それではそのようにさせていただきます。続きまして、中辺路農業

振興地域整備計画変更申請について、逐条審議をお願いします。１番。 

○○番 委員   ○○番○○です。異議ございません。 
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議    長   はい、中辺路農業振興地域整備計画変更申請、１件について異議なしとの

ことでございます。そのように取り計らってよろしいでしょうか。 

委員  全員   異議なし。 

議    長   はい。それではそのようにさせていただきます。続きまして、大塔農業振

興地域整備計画変更申請について、逐条審議をお願いします。１番。 

○○番 委員   ○○番○○です。異議ございません。 

議    長   はい、大塔農業振興地域整備計画変更申請、１件について異議なしとのこ

とでございます。そのように取り計らってよろしいでしょうか。 

委員  全員   異議なし。 

議    長   はい。それではそのようにさせていただきます。続きまして、本宮農業振

興地域整備計画変更申請について、逐条審議をお願いします。１番。 

○○番 委員   ○○番○○です。異議ありません。 

議    長   はい、本宮農業振興地域整備計画変更申請、１件について異議なしとのこ

とでございます。そのように取り計らってよろしいでしょうか。 

委員  全員   異議なし。 

議    長   はい、それではそのようにさせていただきます。続いて、田辺市農業経営

基盤強化の促進に関する基本的な構想による利用権の設定について、事務

局から説明をお願いします。 

農振課 山﨑   それでは、田辺市農業経営基盤強化の促進に関する基本的な構想による利

用権設定について説明させていただきます。１番、○○○字○○○○、畑、

８０㎡、貸し手は○○○、○○○○、借り手は○○○、○○○○、使用貸

借の野菜、期間は令和５年７月１日から令和８年６月３０日の新規です。

２番、○○○字○○○○、田、５３１㎡、他２筆、合計２，２５８㎡、貸

し手は○○○、○○○○、借り手は○○○、○○○○、使用貸借の水稲、

期間は令和５年７月１日から令和１０年６月３０日の更新です。合計２件、

４筆、２，３３８㎡、貸し手２名、借り手２名です。ご審議をよろしくお

願いいたします。 

議    長   はい、ありがとうございます。それでは、利用権の設定について逐条審議

をお願いします。１番。 

○○番 委員   ○○番○○です。異議ありません。 

議    長   はい、２番。 

○○番 委員   ○○番○○です。異議ありません。 

議    長   はい、利用権の設定２件、異議なしとのことでございます。そのように取

り計らってよろしいでしょうか。 

委員  全員   異議なし。 

議    長   はい、それではそのようにさせていただきます。以上で、基盤法等に係る

議案は終了いたしました。南山君、山﨑君、ありがとうございました。 

         （農振課 南山、山﨑退席） 

議    長   はい、それでは定例委員会に移りたいと思います。本日の欠席委員さんは、

２番の鈴木明委員さん、代理に田中輝勇推進委員さんがおいででございま

す。６番の更井寛司委員さんより欠席の届けが出てございます。本日の会

議録署名委員に、１３番上森力委員さん、１９番峯園五郎委員さんよろし
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くお願いをいたします。本日の議案は、議案第１号農地法第３条申請につ

いて、議案第２号農地法第４条申請について、議案第３号農地法第５条申

請について、議案第４号農業委員会の農地利用最適化推進委員の委嘱につ

いて、報告第１号農地等売渡あっせん成立について、報告第２号農地法施

行規則第５３条第１項第１４号による協議について、報告第３号農地法施

行規則第２９条第１項第１号による届出について、報告第４号農地法第１

８条第６項の規定による通知についてを上程させていただきます。それで

は議案第１号農地法第３条申請について、事務局の説明をお願いします。 

近藤 事務員   １ページをお願いします。議案第１号農地法第３条申請を説明させていた

だきます。１番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿、現況共

に畑、面積は３８㎡、譲渡人は○○○、○○○○、譲受人は○○○、○○

○○、贈与です。２番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿が

畑、現況が休耕畑、面積は２１１㎡、譲渡人は○○○、○○○○、譲受人

は○○○、○○○○（持分２分の１）、○○○、○○○○（持分２分の１）、

贈与です。３番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿、現況共

に畑、面積は３６３㎡、譲渡人は○○○、○○○○、譲受人は○○○、○

○○○、贈与です。４番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿

が田、現況が休耕畑、面積は１，１４０㎡、他１筆、合計１，９５９㎡、

譲渡人は○○○、○○○○（持分４分の１）、○○○、○○○○（持分４分

の１）、○○○、○○○○（持分４分の２）、譲受人は○○○、○○○○、

売買です。５番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿、現況共

に畑、面積は１，２６０㎡、譲渡人は○○○、○○○○、譲受人は○○○、

○○○○、（持分２分の１）、○○○、○○○○（持分２分の１）、売買です。

６番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿、現況共に畑、面積

は５５㎡、譲渡人は○○○、○○○○、譲受人は○○○、○○○○、売買

です。７番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿、現況共に畑、

面積は３９０㎡、譲渡人は○○○、○○○○、譲受人は○○○、○○○○、

売買です。８番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿が田、現

況が休耕田、面積は３４８㎡、譲渡人は○○○、○○○○、譲受人は○○

○、○○○○、売買です。以上８件について書類を審査したところ、常時

従事、全部耕作、周辺農地への影響等、農地法第３条第２項の許可できな

い要件には該当していませんので、許可の要件を充たしていると判断いた

します。ご審議の程よろしくお願い申しあげます。 

議    長   はい、ありがとうございます。第３条申請の逐条審議をお願いします。１

番。 

○○番 委員   ○○番○○です。１番について異議ありません。 

議    長   はい、２番 

○○番 委員   ○○番○○です。２番について異議ありません。 

議    長   はい、３番。 

○○番 委員   ○○番○○です。３番について異議ございません。 

議    長   はい、４番。 

○○番 委員   ○○番○○です。この土地について、○○○○さんのお父さんの時代から
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この田を、○○さんが耕作できないということで耕作していました。○○

○○さんの代になっても、耕作していたんですが、５、６年前から休耕田

になっておりました。それを今回、○○さんから買い受けるということで

す。異議ありません。 

議    長   はい、５番 

○○番 委員   ○○番○○です。異議ございません。 

議    長   はい、６番。 

○○番 委員   ○○番○○です。異議ありません。 

議    長   はい、７番 

○○番 委員   ○○番○○です。異議ありません。 

議    長   はい、８番 

○○番 委員   ○○番○○です。８番について異議ありません。 

議    長   はい、議案第１号農地法第３条申請８件、異議なしとのことでございます。

そのように取り計らってよろしいでしょうか。 

委員  全員   異議なし。 

議    長   はい、それではそのようにさせていただきます。続きまして議案第２号農

地法第４条申請について事務局の説明をお願いします。 

松平  係長   ４ページをお願いします。議案第２号農地法第４条申請です。１番、土地

の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿が畑、現況が休耕畑、面積は３

４０㎡、他１筆、合計８６８㎡、申請人は○○○、○○○○、使用目的及

び規模は駐車場・荷受場、８６８㎡、着工日、工事期間は許可日より１２

ヶ月以内、農用地の内外は令和４年１０月１４日抜きとなっています。隣

接同意、水利同意はございます。この土地は中山間地域にある小集落の農

地で、第２種農地です。以上１件につきまして、申請書、添付書類を審査

しましたところ、農地法第４条第２項の許可できない要件に該当しないと

判断します。ご審議の程よろしくお願い申し上げます。 

議    長   はい、ありがとうございます。それでは、現地調査の代表委員の方の所見

を賜りたいと思います。１番からお願いします。 

○○番 委員   ○○番○○です。現地調査について報告いたします。６月７日に○○委員、

岡内事務局長、松平係長と私の４人で調査を行いました。調査対象物件は

４条申請が１件、５条申請が４件、合わせて５件であります。議案第２号

農地法第４条申請につきましては私から報告します。申請人は○○○○の

取締役であり、以前より従業員用駐車場及び荷受場の用地の確保に困って

おりました。この度、○○○○に隣接する当申請地を用地として転用する

ものです。転用内容につきましては、駐車場が８台分、及び荷受場で、切

土及び盛土はありません。整備後における雨水の処理については、自然浸

透とするとのことです。申請地に係る隣接同意及び水利組合同意について

は、それぞれございますので問題ないと判断いたしました。以上で農地法

第４条申請の調査報告を終わります。 

議    長   はい、ありがとうございます。それでは逐条審議をお願いします。１番。 

○○番 委員   ○○番○○です。１番について、現地調査委員のとおり異議ございません。 

議    長   はい、議案第２号農地法第４条申請１件、異議なしとのことでございます。
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そのように取り計らってよろしいでしょうか。 

委員  全員   異議なし。 

議    長   はい、それではそのようにさせていただきます。続きまして、議案第３号

農地法第５条申請について事務局の説明をお願いします。 

松平  係長   ５ページをお願いします。議案第３号農地法第５条申請です。１番、土地

の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿、現況共に田、面積は４９５㎡、

賃貸人は○○○、○○○○、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記

簿、現況共に田、面積は４７６㎡、賃貸人は○○○、○○○○、土地の所

在は○○○字○○○○、地目は登記簿、現況共に畑、面積は１３９㎡、他

１筆、合計３６４㎡、賃貸人は○○○、○○○○、賃借人は○○○、○○

○○、使用目的及び規模はモノレール基地で事務所３９．０２㎡、会議室

４０．１５㎡、トイレ２棟２．７０㎡、資材置場・駐車場１，２５３．１

３㎡、合計１，３３５㎡、着工日、工事期間は許可日より１０ヶ月以内、

農用地の内外は一時転用となっています。隣接同意、水利同意はございま

す。この土地は農用地区域内にある農地です。２番、土地の所在は○○○

字○○○○、地目は登記簿、現況共に田、面積は６２１㎡の内９３．３１

㎡、賃貸人は○○○、○○○○、賃借人は○○○、○○○○、使用目的及

び規模は資機材搬入路、９３．３１㎡、着工日、工事期間は許可日より１

０ヶ月以内、農用地の内外は一時転用となっています。隣接同意は不要、

水利同意はございます。この土地は農用地区域内にある農地です。３番、

土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿が田、現況が休耕田、面積

は５０２㎡、譲渡人は○○○、○○○○、譲受人は○○○、○○○○、使

用目的及び規模は分譲住宅３棟、１２９．１８㎡、庭・駐車場、３７２．

８２㎡、合計５０２㎡、着工日、工事期間は許可日より６ヶ月以内、農用

地の内外は用途外となっています。隣接同意、水利同意はございます。こ

の土地は都市計画用途地域内（第一種住居地域）にありますので、第３種

農地です。４番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿、現況共

に畑、面積は４６３㎡、貸人は○○○、○○○○、借人は○○○、○○○

○、使用目的及び規模は住宅１棟、１０９．３０㎡、進入路、６０㎡、駐

車場・庭、２９３．７０㎡、合計４６３㎡、着工日、工事期間は許可日よ

り１２ヶ月以内、農用地の内外は当初抜きとなっています。隣接同意、水

利同意はございます。この土地は学校等の施設が近くにあり、住宅地が増

加しつつある地域にありますので、第２種農地です。以上４件につきまし

て、申請書、添付書類を審査しましたところ、農地法第５条第２項の許可

できない要件に該当しないと判断します。ご審議の程よろしくお願い申し

上げます。 

議    長   はい、ありがとうございます。それでは、現地調査の代表委員の方の所見

を賜りたいと思います。 

○○番 委員   ○○番○○です。５条申請の調査結果を報告します。１番、申請地は○○

○○より北東へ約４５０ｍ、現況は田と畑、転用理由、選定理由は、賃借

人が運営する送電設備が古くなってきており、また、鉄塔の建て替え工事

を行うため、一時的にモノレール基地用地として転用するものです。８ケ
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月の土地賃貸借契約です。転用内容は、モノレール基地（事務所１棟、会

議室１棟、資材置場、工具置場、駐車場５台分）切土盛土はなし、排水に

ついては雨水は自然浸透とするとのことです。隣接の状況及び周囲への影

響としましては、隣接の同意もあり、○○水利組合の同意もありますので

許可相当と考えます。２番、申請地は○○○○より北東へ約４００ｍ、現

況は田、転用理由、選定理由は、賃借人が運営する送電設備が古くなって

きており、また、鉄塔の建て替え工事を行うため、一時的に資機材搬入路

用地として転用するものです。８ケ月の土地賃貸借契約です。転用内容は、

資機材搬入路（鉄板敷き等）切土盛土はなし、排水については雨水は自然

浸透とするとのことです。隣接の状況及び周囲への影響としましては、隣

接同意は不要であり、○○水利組合の同意もありますので許可相当と考え

ます。３番、申請地は○○○○より南西へ約４００ｍ、現況は休耕田、転

用理由、選定理由は、譲渡人は会社員で農業をしておらず、申請地に隣接

する譲渡人所有の既存家屋を取り壊し、その跡地と申請地を一体利用し、

分譲住宅用地に転用するものです。転用内容は、分譲住宅（３棟）盛土３

０ｃｍ、排水については、合併処理後、雨水とともに西側及び南側市道側

溝へ放流するとのことです。隣接の状況及び周囲への影響としましては、

隣接の同意もあり、○○水利組合の同意もありますので許可相当と考えま

す。４番、申請地は○○○○より北東へ約４００ｍ、現況は畑、転用理由、

選定理由は、貸人と借人の妻は親子です。娘夫婦はアパート暮らしで、親

元に近い新居用地を探していたところ、この度、話がまとまり転用するも

のです。期間の定めのない土地使用貸借契約です。転用内容は、住宅及び

駐車場、盛土３５から４０ｃｍ、排水については合併処理後、雨水ととも

に西側市道側溝へ放流するとのことです。隣接の状況及び周囲への影響と

しましては、隣接同意は不要であり、○○水利組合及び○○水利組合の同

意もありますので許可相当と考えます。以上５条４件、報告を終わります。 

議    長   はい、ありがとうございます。それでは逐条審議をお願いします。１番。 

○○番 委員   ○○番○○です。１番、２番につきましては、現調委員さんの報告のとお

り異議ございません。 

議    長   はい、３番。 

○○番 委員   ○○番○○です。現調委員さんの説明にあったとおりで異議ございません。 

議    長   はい、４番。 

○○番 委員   ○○番○○です。これは娘さんの実家の近くに家を建てるということで、

異議ございません。 

議    長   はい、議案３号農地法第５条申請４件、異議なしとのことでございます。

そのように取り計らってよろしいでしょうか。 

委員  全員   異議なし。 

議    長   はい、それではそのようにさせていただきます。続きまして、議案第４号

農業委員会の農地利用最適化推進委員の委嘱について、事務局の説明をお

願いします。 

松平  係長   議案第４号農業委員会の農地利用最適化推進委員の委嘱について、農業委

員会等に関する法律第１７条に基づき本市農業委員会の農地利用最適化推
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進委員に次の者を委嘱したいので、農業委員会の承認を求めるものでござ

います。推進委員候補者については「田辺市農地利用最適化推進委員選任

に関する規程」に基づき、令和５年４月１２日から５月１１日までの１か

月間、広報４月号及び市ホームページ上等において募集いたしました。そ

の結果、定数２６人に対して、農業者からの推薦による個人推薦は８人、

団体推薦は１４人、応募が４人の合計２６人が申し込まれました。２６人

については、お手元にお配りしている議案に氏名、年齢、担当区域、推薦

者又は推薦団体名、応募の別を記載していますが、ホームページ上におい

ても公表いたしました。推進委員の委嘱に関しては、法律に「農業委員会

は、農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有する者のうちから委嘱

しなければならない」と書かれておりまして、皆様から提出された、経歴、

農業経営の状況、推薦者又は推薦団体からの推薦理由又は応募者の応募理

由から判断して、どなたもこの要件は十分に満たしておられると判断して

おります。逆に、「推進委員となることができない者」として、法律に「破

産して未だ復権していない者又は禁固以上の刑に処せられ執行を終わって

いない者」とありますが、この要件に関しては、「推進委員になることがで

きない者」に該当していない旨の宣誓書を２６人全員から提出して頂いて

おりますので、資格要件を欠く候補者は２６人の中には含まれていないも

のと考えております。次に、候補者の選考につきましては、「田辺市農地利

用最適化推進委員候補者選考委員会運営規程」に基づき、市農業委員会が、

瀧本会長を委員長とする推進委員選考委員会に候補者の選考を求めました

ところ、本日、定例委員会前に選考委員会を開き、その結果、選考委員４

人の合議により、２６人全員を推進委員候補者とすることに決定いたしま

したことをご報告いたします。以上でございます。ご審議の程よろしくお

願い申し上げます。 

議    長   はい、ありがとうございます。只今の説明について、何かご質問はござい

ませんか。 

         （なしの声） 

議    長   それでは、これより一括してお諮りしてもよろしいでしょうか。 

委員  全員   異議なし。 

議    長   それでは、お諮りします。議案書にございます○○○○さん外２５人の候

補者について、農地利用最適化推進委員に委嘱することに異議ございませ

んか。 

委員  全員   異議なし。 

議    長   はい、それでは、２６人の方を農地利用最適化推進委員に委嘱することと

決しました。続きまして、報告第１号農地等売渡あっせん成立について、

事務局からの説明をお願いします。 

松平  係長   ８ページをお願いします。１番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は

登記簿、現況共に田、面積は８２３㎡、他１筆、合計１，４１１㎡、売渡

人は○○○、○○○○、買受人は○○○、○○○○、成立日は令和５年５

月１２日、価格は３００万円です。あっせん委員は○○○○委員、○○○

○委員、○○○○委員です。２番、土地の所在は○○○字○○○○、地目
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は登記簿、現況共に畑、面積は１，７８２㎡、売渡人は○○○、○○○○、

買受人は○○○、○○○○、成立日は令和５年５月１３日、価格は６０万

円です。あっせん委員は○○○○委員、○○○○委員、○○○○委員です。

以上２件、ご報告申し上げます。 

議    長   ありがとうございます。只今の報告についてあっせんの顛末をお願いしま

す。１番。 

○○番 委員   ○○番○○です。先程事務局の方から説明のありましたとおり、○○さん

の土地の近くの土地を、○○さんが借りて耕作しているので話をしたとこ

ろ、合わせてこの土地も耕作したいから購入してくれるということで話が

進み、売渡希望価格の３００万円で成立しました。以上です。 

議    長   はい、２番。 

○○番 委員   ○○番○○です。この土地の隣接農地の所有者さん２人に声をかけたとこ

ろ、○○さんが購入の意思を示しましたのであっせんすることにしました。

５月１３日に○○○○で関係者が集まりまして話し合った結果、６０万円

で成立しました。以上です。 

議    長   はい、ありがとうございます。あっせん委員さん大変ご苦労様でした。只

今の報告第１号の２件について、ご意見、ご質問ございませんか。 

         （なしの声あり。） 

議    長   ないようですので報告とさせていただきます。続きまして、報告第２号農

地法施行規則第５３条第１項第１４号による協議について、事務局からの

説明をお願いします。 

松平  係長   ９ページをお願いします。１番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は

登記簿が畑、現況が休耕畑、面積は６８１㎡の内３５６．５３㎡、賃貸人

は○○○、○○○○、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿が畑、

現況が休耕畑、面積は６，１８４㎡の内１１０．０４㎡、賃貸人は○○○、

○○○○、賃借人は○○○、○○○○、送電鉄塔の建替に伴う鉄塔工事用

地への資機材設置及び運搬路の敷設。以上１件、ご報告申し上げます。 

議    長   はい、ありがとうございます。只今の報告第２号の１件について、ご意見、

ご質問ございませんか。 

         （なしの声あり。） 

議    長   ないようですので報告とさせていただきます。続きまして、報告第３号農

地法施行規制第２９条第１項第１号による届出について、事務局からの説

明をお願いします。 

松平  係長   １０ページをお願いします。１番、土地の所在は○○○字○○○○、地目

は登記簿、現況共に畑、面積は１５４㎡の内２０．９７㎡、届出人は○○

○、○○○○、使用目的及び規模は農業用道路２０．９７㎡、転用面積２

０．９７㎡です。以上１件、ご報告申し上げます。 

議    長   はい、ありがとうございます。只今の報告第３号の１件について、ご意見、

ご質問ございませんか。 

         （なしの声あり。） 

議    長   ないようですので報告とさせていただきます。続きまして、報告第４号農

地法第１８条第６項の規定による通知について、事務局からの説明をお願
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いします。 

松平  係長   １１ページをお願いします。１番、土地の所在は○○○字○○○○、地目

は登記簿が田、現況が休耕畑、面積は１，１４０㎡、他１筆、合計１，９

５９㎡、賃貸人は（亡）○○○○、相続人、○○○、○○○○（持分４分

の１）、○○○、○○○○（持分４分の１）、○○○、○○○○（持分４分

の２）、賃借人は（亡）○○○○、相続人代表、○○○、○○○○、賃貸借

の合意解約をした日は令和５年５月８日です。以上１件、ご報告申し上げ

ます。 

議    長   はい、ありがとうございます。只今の報告第４号の１件について、ご意見、

ご質問ございませんか。 

         （なしの声あり。） 

議    長   ないようですので報告とさせていただきます。それではその他の案件でご

ざいます。５月の県の農業会議に提出致しました５条申請３件が無事答申

されましたことご報告申し上げます。予定しておりました案件すべて終了

しましたが、皆さん方から、何かございませんか。無ければ、土地対策課

から案件がございますので説明をお願いします。 

土地対策課 八木係長  地籍調査を担当しております土地対策課の八木です。よろしくお願いいた

します。令和４年度で地籍調査を行いました地区の中で、地目が農地から

非農地に変わった分について、逆に非農地から農地に変わった分について

一覧表を送らせていただいております。１ページ目に令和４年度に地籍調

査を行った地区の一覧表を載せさせていただいております。令和４年度に

は本町、紺屋町から始まり本宮町まで、全部で１４地区実施しております。

地籍調査におきましては土地の所有者、相続人さんの立会いの下、地籍調

査の推進委員さんが一緒になって、土地の境目、筆界というものを確認し

ていただいて、まず土地の形を確認していただきます。その後に地目の認

定につきましては、事業の実施主体であります土地対策課、田辺市が地目

の認定をさせていただいておるところでございます。このような形で地籍

調査の中で、農地から非農地、もしくは非農地から農地へ地目が変更され

る場合、農業委員会に通知、照会させていただくということになっており

ます。こちらに記載させていただいている地区は、去年度現地立ち合いを

行っております。２年目に、土地の所有者の方に土地の形や地目、面積を

確認していただく閲覧を、令和５年度に実施します。閲覧の段階で何も申

出がなければ、この状態が登記されるという形になりますが、何かしらの

申出があり、修正があれば面積や地目が変わる可能性があります。 

議    長   はい、ありがとうございます。只今の案件について、ご意見、ご質問ござ

いませんか。はい、それではお諮りいたします。只今の案件について、承

認することとしてよろしいでしょうか。 

委員  全員   異議なし。 

議    長   はい、異議なしとのことでございます。承認することに決定いたしました。

土地対策課の八木係長さん、ありがとうございました。 

         （土地対策課 八木係長退席） 

議    長   それではほかに事務局の方から報告があればお願いします。 
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松平  係長   令和４年度農業委員会の農地利用の最適化の推進の状況その他事務の実施

状況の公表の内容について説明 

議    長   皆さん、只今の説明について、ご意見、ご質問ございませんか。 

         （なしの声あり。） 

議    長   それでは、この内容で承認することとしてよろしいでしょうか。 

委員  全員   異議なし。 

議    長   はい、異議なしとのことでございます。承認することに決定いたしました。

ほかに事務局から何かございませんか。 

松平  係長   次期、農業委員さんと推進委員さんの選任につきまして、報告させていた

だきます。推進委員さんにつきましては、先程、農業委員会の承認をいた

だきましたので、結果を通知させていただくこととなります。農業委員さ

んにつきましては、４月１２日から５月１１日まで申込みを受け付けたと

ころ、定数１９人に対して１９人の申込みがありました。氏名については、

議会の同意を得られておりませんので、控えさせていただきます。１９人

の委員さんの中で新人の委員さんは７人です。経過についてですが、５月

２６日に農業委員候補者の評価委員会を開催いたしました。委員のメンバ

ーは林副市長を委員長として、総務部長、農林水産部長、農業振興課長、

農業委員会事務局長５人で、１９人全員を農業委員候補者とすることに決

定し、その結果を市長に報告いたしました。その後、６月１日に議会の正、

副議長に報告しております。そして、今月１６日から始まります６月議会

に人事議案として提案しており、議会最終日の７月７日に審議される予定

です。議会の同意が得られましたら本人宛に通知いたします。そして７月

２０日の総会において、市長から任命されることとなっております。７月

２０日の予定なんですが、午後２時から別館３階の大会議室において農業

委員の任命式を行い、その後総会において会長・副会長・職務代理者の役

員を決定します。それが終わった後、３時３０分頃からの予定で、会長か

ら推進委員さんに委嘱状をお渡しいただき、その後業務の内容等をお話し

いたします。報告は以上です。 

議    長   はい、説明分かりましたでしょうか。皆さん、何かございませんか。なけ

ればこれで閉会いたします。長時間に亘り慎重にご審議いただきましてあ

りがとうございました。 

 

午後３時２０分終了 


